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吐魯番出土文物研究会会報
1 990年6月15日

吐魯番出土文物研究会

第 39号
特集・論著目録稿

吐魯番出土文物関係論著目録(稿)
-1989・圏内篇一

開尾史郎編

【はじめに]

本目録は、一九八九年一年間に、圏内で公表された吐魯番出土文物関係の論著目録である。論著の

分類は基本的に中文篇に準じており、番号の後に+を付したものは、前年の一九八八年の刊行である

ことを示している。なお一九八九年には、本誌も第五号から第二七号まで全部で二三号を発行した

が、これについては、第四二号(八月一日発行予定)に掲載される総目次にゆずることにする。

いつもながら東京大学東洋文化研究所の池田温先生には、本目録の作成にあたって大きな便宜をい

ただいた.また本会会員の片山章雄氏からは、入手困難な文献の提供を受けた。あわせ記して感謝の

意を表したい。
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(以上)

高昌文書中の明~J 字について(補遺)
- Ii'吐魯番出土文書』割記(八)一

闇尾史郎

【はじめに】

さきに私は「高昌文書中の「開」字について一『吐魯番出土文書』割記(八)一J (以下、前稿)

という小文において、高昌国時代の文書に散見される「剤」字の意味について考究し、これが基本的

には「分」の意味で用いられていることを明らかにする機会があった川.しかしその際にも註記して

おいたように、ほぼ時を同じくして公表された楊際平氏の所説 t幻については、検討することができ

なかった。また最近、この楊氏の論稿とともに、 「剤」字の意味について言及した陳国燦氏の論稿

川にも接することができた。そとで、あらためて楊、糠両氏の「聞」字の意味に関する所説を紹介

し、それに対する私見を述べることにしたしだいである。

【陳国燦氏の「聞」字に対する解釈とその問題点】

ここでは行論の都合上、最初に陳国燦氏の所説について見ていきたい。
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陳国燦氏の論稿は、前稿でも取り上げた「乙酉・丙成歳(五六五・五六六或六二五・六二六)某寺

傑列月用制斗帳歴」に本格的な分析を行なったものである。そのなかで、この寺院が国家に納入した

各種の税についても言及がなされており、遠行馬と官絹のみに付されている「剤J字にも注目してい

る。

遠行馬についてはこれを遠行馬銭と解釈した上で、やはりこれも前稿で言及した大谷文書中の「延

量元(六二四)年六月勾遠行馬慣銭勅符」や遠行馬銭関係の篠記文書などを根拠として、遠行馬銭が

一回各人(丁男に限る)銀銭二文ずつであったこと、ただし年聞を通じての賦課回数や賦課時期はま

ちまちであって、賦課の際にはその都度符が出され、納入が指示されたという。その意味では臨時的

な性格の税種だったわけだが、それと同時に重要なのは、遠行馬銭に関わる文書の紀年は、六二O
(重光元)年から六二六(延書三)年の聞に集中しており、その前後の時期の文書にこの税種を見る

ことはできない。したがって遠行馬銭とは、重光年間以降に臨時的に賦課されるようになった税種で

あるという点である川.

また官絹については、臨時的に賦課された銀銭を官絹で代納したものであり、その賦課額は丁男の

口数を基準として決定されたものとする。

そして当該の帳歴に見える諸税の分析を総合して、陳氏は、高昌国における諸税を二系統に大別す

る。すなわちひとつは、 「輸」字が付された税である。その代表は田租だが、賦課は固定的で、多く

は現物で納入されるものである。いまひとつは「醐J字が付された税であり、言うまでもなく遠行馬

銭や官絹はこの系統に属する。こちらの賦課は臨時的であって、多くは銀銭で納入されるものであ

る.

以上が陳国燦氏の所説の要約であるが問、説明するまでもなく、前稿で提示した私見とは大きく異

なる。たしかに傾聴にあたいする指摘も少なくない。遠行馬銭関係の様記文書の記載から判断すれ

ば、その賦課される月は刺薪ほどではないにせよ、まちまちであった間.これは丁税が二月と三月に

集中的に賦課されているのとはきわめて対照的である。したがってその意味においては、陳氏が臨時

的であったと言うのも、首肯できる。しかしながら、一回もしくは二回というように、年閣の賦課回

数が一定していなかったということや、一回ごとの納入額が各人二文であったという点(したがって

年間二文を納入する年と、四文納入する年があったことになる)については、明確な根拠があるわけ

ではない。

しかしなによりも一番私が納得できなかったのは、 「期」字それ自体に対する解釈が全く提示され

ていない点である。 i開」字が付された税はなぜ臨時的な性格を有するのであろうか。この場合の臨

時的とは、賦課の時期が不定期であり、かつ年閣の賦課回数も任意であるという意味が込められてい

るわけだが、もちろん「開」字には本来、そのような意味はない。この点、さらに丁寧な説明が必要

であろう。

また陳氏の所説に従えば、田租、丁税、遠行馬銭、および刺薪という僚記文書に見える四種の税の

うち、田租以外は全て「剤」字が付されているので臨時的な税ということになってしまおう。この点

も理解しにくいところである。たしかに田租以外は月を単位として賦課が行なわれていた。このこと

は篠記文書の分析から疑う余地がない。だからとそ私はそこに着目して、 「剤」字を「分Jの意味に

解釈したのであり、月が賦課の単位になっているからといって、そのことが直ちに臨時的な賦課だっ

たことを意味するわけではないことは明らかである.

さらに、遠行馬銭が本来的に臨時に賦課された税であるのならば、様記文書になぜわざわざ「剤」

と明記する必要があったのであろうか。必要最低限の事項さえ記載すればよい懐記文書であれば、明

白な事実はたとえー字だけであっても、作成者は省略に従ったと考えたほうが妥当であろう。もしそ

れにもかかわらず「剤」字を記入したのであれば、固定的な田租については、それに対応して「輸j

字を明記するのが、しかるべき方法であろう.もちろん田租関係の僚記文書にとの文字を認めること
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は不可能である。

陳国燦氏の所説にはおおよそ以上のことを指摘して、批判にかえたいと思う (7)

【楊際平氏の「剤」字に対する解釈とその問題点】

一方の楊際平氏は、高昌国における各種の税役の具体的な内容や性格を論じたなかで、僚記文書に

中心的に見える「剤J字の意味を確定しようとされた。

楊氏は先ずこの問題について、 「期」字には本来「調節Jとか「調和」という意味と、 「分伐」と

か「分別」という意味があったことを確認し、次いで、高昌国時代の文書では必ずこの文字が「正

月期」とか「七月期」とかいうように、月に続いて書かれている点に着目して、後者の意味に用いら

れたとする。つまり「三月期刺薪」は、 「三月扮刺薪Jということになる。ただし三月の分とは言っ

ても、それは三月の一か月分という意味ではなく、三月に限定されるものではない。それはこれらの

税が通常年二回賦課されたからである.またもし三月一か月分ということであれば、年を単位に賦課

される税についても、 「某歳酎」とか「某歳某月某日開」と書かれたはずであろう。

なお月に続けず、単独で書かれている「剤J字の例は、高昌国時代の文書に三例ほどあるが、これ

らも全て円分Jや「倍額Jの意味に用いられていることには変わりはない。

楊際平氏の所説は以上のように要約できるが、これは「開」字を「分Jと解釈する基本的な点にお

いても、また、しかしその月一か月分という意味ではないという補足的な説明を付す点においても私

見と見事に一致する。これこそ私が楊氏の所説に接して意を強くした所以であるが、結論はともかく

として、その前提には若干の異論がある。それは楊氏が「酎」字を有する諸税、つまり月を単位とし

て賦課された諸税を一律に年二回賦課としている点である。実証的にも理論的にもこのように断定で

きる段階にはないし、また断定しなければならない必然性もない、というのがこの問題に関する私の

考えである。もっとも年三回以上と断定する根拠もないわけだが、刺薪については、年三回以上賦課

された可能性も大いに考えられ同}、今後、あらためて検討する必要性があることだけ、乙こでは確認

しておきたいと思う t引.

【おわりに】

この小文では、前稿公表後接することができた楊際平、陳国燦両氏の「剤J字の解釈について、私

見を述べた。方法とそ違え、楊、陳両氏の論稿は、高昌国の税制を総合的に把握せんとする貴重な試

みであり、両氏への批判はそのような全体像に対して行なわれるべきであって、小文のごときは、そ

もそも批判の名に当たらないことは充分に承知しているつもりである。ただ出土文書に対する分析が

多角的にして徹底的でなければならないとすれば、この小文の意味も皆無ではないととを信じたい。

【註】

( 1 ) 本誌第一六、一七号。

( 2 ) 楊際平「麹氏高昌国賦役制度管見J (Ii'中国社会経済史研究』一九八九年第二期)。なお

『中国社会経済史研究』一九八九年第三期、二九頁、併照。

( 3 ) 陳国燦「対高昌国某寺全年月用帳的計量分析一兼析高昌国的租税制度一J (Ii'親晋南北朝陪

唐史資料』第九・ーO期 一九八七年)。
(4 ) したがって分析の対象とされた帳歴の紀年である乙酉・丙成歳も、六二五(延書二) ・六二
六(延書三)年に比定されることになる。この点については、陳氏の見解に従ってもよいよう

に思う。

( 5 ) なお陳氏が本文の末尾に付された附記によれば、陳仲安氏に「試釈高昌王国文書中之“剤"

字」なる論稿があり、とこで陳仲安氏も陳国燦氏同様、 「剤J字が付された諸税が臨時的に賦

課されたものであることを主張されているようだが、残念ながら私は実見の機会を得ていな
u、。

( 6 ) 先に私は、 「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分
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析を中心として-J (二) (Ii'人文科学研究』第七五輯、一九八九年)において、陳記文書の

分析から遠行馬銭の賦課月が春と秋であったことを指摘したが(同、五九頁)、大谷文書中の

「延童元(六二四)年六月勾遠行馬慣銭勅符Jでは、春三月とともに、まさに表題にあるよう

に夏六月に賦課がなされており、この点かつての記述が不備であったζ とを認めざるをえな

し、。

( 7 ) このほかにも、前稿でも指摘した「騨馬粟Jと「騨羊鐘Jの問題があるが、詳細について

は、前稿(上)、五頁、および註 (8)を参照されたい。
(8 ) 闘尾、前掲「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究J、六四頁、参照。

( 9 ) このほか、楊氏が月に続けず、単独で「剤J字が書かれている例として上げた三例のうち、

「延昌三十三(五九三)年調薪文書J (73TAM520:6/3-1 (録) Ii'文書』班、三一頁)につい

ては、 「聞jではなく「斉」で、あったため、前稿では捨象してしまったが、楊氏に従って同一

に扱うべきであろう。之の文書において「斉jで数えられているのは「騨羊薪」なる税目であ

るが、とれと類似の「騨羊銭Jが月を単位として賦課されているので(註 (7)、参照)、矛

盾はない。

(一九九O年四月一二日稿了)

覚 書:居廷a土、西普時代の木簡について
1973年から74年にかけて、中国の甘粛居延考古隊の調査によって新たに居延から約二万点の木

簡が出土したが、そのなかの約二百点を紹介した『居延新簡釈粋.n (甘粛省文物考古研究所編、
蘭州大学出版社、 1988年)に、 「去塵四年九月七日、遣終五昼、十四日半至百相(表)/甲乙丙

丁戊庚辛J (裏)という西吾時代の木簡が含まれている (82.E.P.W.C:l (録〉同書、 70頁)。

内容はよくわからないが、大(太)康四年は 283年に相当し、吐魯番阿斯塔那53号墓出土の

「直重重盤九 (273)年二月霊差主買棺券J ((写) Ii'新彊出土文物』、 26頁)とほぼ同時代の木

簡というごとになる。全二万点のなかには、とのほかにも西普時代の木簡が混じっていることが

予想され、居延地域の歴史理解に新らしい一頁を開くことになろうが、そればかりでなく高昌、

さらには楼蘭出土の文物との比較検討も可能になろう。さしあたっては、その紀年表記が、 「塞

盤九年二月九日」という泰始木簡同様、年についても日付についても、干支を併記していない点

が注目される。とれは前後漢・新を通じて干支併記が一般的な居延木簡のなかにあっては、異色

に属することで、政治権力による紀年表記という問題にも手がかりを与えよう。(関尾)

Eお主主ぴヒ訂正】
本誌第三七号、新著紹介IIにおいて、入力の際の不注意から銭伯泉氏の論稿の表題を誤記して

しまいました。銭氏と読者の方々にお詫びすると同時に、以下のように訂正させていただきたく

存じます。

一頁: (誤)鐘伯泉「高昌国郡県城鎮建置及其地望考実」

E 中(正)銭伯泉「高自国郡県域鎮由建置及其地望考実J

事務局(連絡先) 〒182東京都調布市国領町5ー19-14

荒川正晴方 TIL 0424(81)4633 
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